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令和８年度宮城県医療機関労務管理・勤務環境改善 

モデルケース形成事業仕様書（案） 

 

 この事業仕様書は、宮城県（以下「発注者」という。）が実施する令和８年度宮城県医療

機関労務管理・勤務環境改善モデルケース形成事業（以下「本事業」という。）に係る受注

者の選定に関して、本事業の概要や仕様を明らかにし、本事業に応募しようとする者に具体

的な指針を示すものである。 

 

１ 委託事業の名称 

令和８年度宮城県医療機関労務管理・勤務環境改善モデルケース形成事業 

 

２ 委託事業期間 

  契約締結の日から令和９年３月１９日（金）まで 

 

３ 委託事業の目的 

  働き方改革関連法が平成３１年４月以降、順次施行されており、令和６年４月からは勤

務医にも時間外労働の上限規制が適用され、それにあわせて勤務間インターバルや代償

休息の確保、長時間労働医師の面接指導の実施といった労働環境改善のための取組も開

始されている。 

  人口減少・少子高齢化社会を迎え、限られた医療資源で地域における医療提供体制を維

持していくためには、医師のみならず、医療従事者全般の働き方改革を進める必要がある

ことから、医療機関に精通した社会保険労務士による労務管理や勤務環境改善の伴走支

援を行い、モデルケースを形成することを目的とする。 

 

４ 委託事業の内容 

  本事業の目的を達成するため、下記の業務を行うこと。 

  なお、事業の性質上、当然実施しなければならないもの及びこの仕様書に定めのない事

項で本事業を遂行するために必要となる事項は全て実施すること。 

（１） 伴走支援対象病院（以下、単に「対象病院」という。）の選定 

ア 対象病院数 

 支援が必要な 100床以上の病院を４病院以上選定すること。選定にあたっては、 

令和８年度に新たに伴走支援を希望する病院を優先すること。ただし、条件を満た  

す病院の選定が困難な場合は、２病院を上限として前年度対象病院からの継続選 

定を認める。 
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  イ 対象病院の選定方法 

    対象病院の選定に際しては、社会保険労務士の知見やノウハウを活かし、病院に

おける課題が明確となるよう工夫すること。 

  ウ その他 

    対象病院での取組結果を県内の医療機関を中心に周知するので、取組結果の公

表について理解を得た上で選定すること。 

（２） 伴走支援の実施 

   ア 課題の詳細調査 

     対象病院における課題の詳細な調査を行い、課題とその原因を体系的に整理の

上、本事業で解決すべき課題を明確にすること。 

   イ 対策の検討と実施 

     解決すべき課題に対する対策を検討し、実施すること。 

     対策の実施に際し、発注者において補助金による支援（補助率２/３、補助上限

額２，０００千円）が可能な場合があるので、対策の確定後、発注者に連絡するこ

と。 

（３） 取組事例集の作成 

   ア 取組結果について、費用対効果等を中心に分析し、取組事例集を作成すること。 

   イ 作成に際しては、取組結果の病院全体への効果はもとより、医師や看護師等の職

域毎の取組内容を明確にして作成すること。 

   ウ 取組事例について、県内の医療機関を中心に、情報提供することがあるので、活

用方法を想定しながら、要点を明確にして作成すること。 

   エ 各取組内容や現地の状況が視覚的に理解できるよう、適切な現場写真を撮影し、

取組事例集に掲載すること。写真の撮影および掲載にあたっては、被写体（人物、

施設等）の承諾を得た上で、肖像権やプライバシーに十分配慮すること。 

（４） 医療機関への周知 

（３）の取組事例について、発注者と周知方法等を協議の上、広く周知すること。 

（５） その他事業者からの提案事業 

    （１）～（３）の業務がより効果的になる事業等があれば、手法や期待される効果

を明確にし、提案すること。 

 

５ 事業の計画及び実績報告 

（１） 事業計画書の提出 

受注者は、契約締結後２０営業日以内に事業計画書（任意様式）を作成し発注者に

提出すること。 

事業計画書の内容は、以下を具備するものとし、変更が生じた場合は、随時、変更
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事業計画書を提出すること。 

   ア 事業の名称 

   イ 事業工程 

   ウ 事業内容 

   エ 事業実施主体及び実施・管理・連絡体制 

 

（２） 事業実績報告書等の提出 

受注者は、事業完了に際し、取組事例に加え、事業の取組状況を記載した事業実績

報告書（任意様式）を作成し、発注者へ提出すること。また、本事業の実施に当たり

作成したアンケート等のデータについても、成果品として併せて提出すること。 

ア 提出形式 紙媒体２部及び電子データとする。データ形式は、発注者において編

 集等が可能なものとする。 

イ 提出期限 委託期間最終日 

ウ 提出場所 仙台市青葉区本町三丁目８番１号 宮城県行政庁舎７階南側 

        宮城県保健福祉部医療人材対策室医療環境整備班 

 

６ ＫＰＩ 

  下記の項目を本事業におけるＫＰＩとする。 

（１） 伴走支援実施病院数 

４病院以上（１００床以上の病院） 

（２） 補助金による支援数 

１病院以上 

 

７ 対象経費 

本事業の実施に伴う対象経費は、４に掲げる事業を行うために必要な経費とする。ただ 

し、次に記載する経費は認められない。 

（１） 土地・建物を取得するための経費 

（２） 施設・設備を設置又は改修するための経費 

（３） その他本事業との関連が認められないと発注者が判断した経費 

 

８ 秘密保持 

（１） 受注者は、本事業により知り得た秘密を他に漏らしてはならない。また、本事業の

履行完了後も同様とする。 

（２） 受注者は、本事業に関して発注者から受領又は閲覧した資料等を、発注者の許可な

く公表又は使用してはならない。 
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（３） 受注者は、本事業を履行する上で、個人情報を取り扱う場合は、個人情報の保護    

に関する法律（平成１５年法律第５７号）及び別記１個人情報取扱特記事項を遵守し

なければならない。 

 

９ 情報セキュリティ 

（１） ＷＥＢを活用し、業務を行う際は、別記２情報セキュリティ特記事項を遵守の上、

セキュリティ対策について留意すること。 

（２） 受注者は、本事業において電子メールを利用する場合は、次の各号に定める事項を

遵守しなければならない。 

ア 電子メールの送信前に送信先の電子メールアドレス、アドレス区分（ＴＯ（宛先）、

ＣＣ（カーボン・コピー）、ＢＣＣ（ブラインド・カーボン・コピー））、添付ファ

イル、送信内容等に誤りがないか十分に確認すること。 

   イ 電子メールを一斉送信する場合は、原則として他の送信先の電子メールアドレ

スが分からないよう送信先の電子メールアドレス区分をＢＣＣに設定すること。 

   ウ 重要な電子メール（個人情報又は機密情報を含むメール、以下同じ。）を送信す

る場合は、必要に応じて暗号化又はパスワード設定を行うこと。 

エ 電子メールを一斉送信する場合や重要な電子メールを送信する場合は、複数人

により確認すること。 

 

１０ その他 

（１） 受注者は、本事業の目的を達成するために、委託契約書及び本仕様書に基づき、常

に発注者と密接な連絡を取りながら、その指示に従うこと。 

（２） 制作物の作成や仮設物の設置等を含む事業実施に必要な許認可等の事務手続きに

ついては、全て受注者が行うこと。 

（３） 第三者の著作物を利用して作成する場合は、第三者の許諾を得ておき、万が一第三

者からの権利侵害に関する訴えが生じた場合には、受注者の責において解決するも

のとし、必要な経費も受注者が負担するものとする。 

（４） 本業務において制作した各種素材画像及び装飾品等（以下「各種素材画像等」とい

う。）の著作権は発注者に帰属するものとし、発注者は、当該各種素材画像等を、自

ら使用するために必要な範囲において随時利用できるものとする。また、受注者は、

本業務において制作した各種素材画像等について、発注者及び発注者が定める第三

者に対し著作者人格を行使しないものとする。 

（５） 発注者は、本業務の成果品を、自ら使用するために必要な範囲において無制限で随

時利用できるものとする。また、関係機関への提供など、二次的な利用ができるもの

とする。 
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（６） 本事業の目的を達成するために、本仕様書に明示されていない事項で必要な業務が

生じたとき又は業務内容を変更する必要が生じたときは、発注者と協議の上、発注者

の指示に従うものとする。 

（７） 本事業の実施に当たり、その内容が契約書及び本仕様書に違反したと発注者が判断

した場合は、本事業に係る委託契約の一部若しくは全部を解除し、受注者に対して委

託料を支払わない、又は支払った委託料の一部若しくは全部を返還させる場合があ

る。 

（８） 本事業の実施に当たっては、新興感染防止対策に努めること。また、新興感染症の

影響等により本事業が実施できない場合、受注者は発注者と協議の上、必要に応じて

代替策を実施するものとする。 

（９） 本事業の遂行に際しては、上記に定めるもののほか、環境配慮の観点から次の事項

を遵守するものとする。 

ア 照明を使用する場合には、適切な明るさ、不要場所の消灯等電気使用量の節減に

努めること。 

イ 廃棄物が発生する場合、再生可能な資機材の使用等、廃棄物の発生抑制に努める

こと。 

ウ 車両を使用する場合、交通ルールを守る、免許証の携帯を確認する等安全運転を

徹底すること。また、適切な大きさの車両を使用し、効率的な運行に努めること。 

なお、駐停車中はアイドリング停止等エコドライブを徹底すること。 

エ 印刷物作成に当たっては、コンパクト化し、令和７年度宮城県グリーン購入の推

進に関する計画（令和７年３月作成）の判断基準を満たすこと。 
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別記１ 

 

個人情報取扱特記事項 

 

（基本的事項） 

第１ 受注者は、個人情報の保護の重要性を認識し、この契約に係る業務（以下単に「業務」

という。）の実施に当たっては個人の権利利益を侵害することのないよう、個人情報の取

扱いを適正に行わなければならない。 

（秘密の保持） 

第２ 受注者は、業務に関して知り得た個人情報をみだりに他に知らせてはならない。業務

が終了し、又はこの契約を解除された後においても、同様とする。 

 （個人情報管理責任者等） 

第３ 受注者は、業務における個人情報の取扱いに係る管理責任者（以下「個人情報管理責

任者」という。）及び業務に従事する者（以下「業務従事者」という。）を定め、書面によ

り発注者に報告しなければならない。 

２ 受注者は、前項の個人情報管理責任者及び業務従事者を変更する場合は、事前に書面に

より報告しなければならない。 

３ 個人情報管理責任者は、個人情報取扱特記事項（以下「特記事項」という。）に定める

事項を適切に実施するよう業務従事者を監督しなければならない。 

４ 業務従事者は、個人情報管理責任者の指示に従い、特記事項に定める事項を遵守しなけ

ればならない。 

 （作業場所の特定） 

第４ 受注者は、個人情報を取り扱う場所（以下「作業場所」という。）を定め、あらかじ

め発注者に報告しなければならない。 

２ 受注者は、作業場所を変更する場合は、事前に発注者に報告しなければならない。 

 （個人情報の持ち出しの禁止） 

第５ 受注者は、発注者の指示又は事前の承諾がある場合を除き、個人情報を作業場所から

持ち出してはならない。 

（保有の制限） 

第６ 受注者は、業務を行うために個人情報を取得し、又は作成するに当たっては、個人情

報の保護に関する法律（平成 15年法律第 57号。以下「法」という。）第 61条第１項に規

定する法令の定める所掌事務又は業務を遂行するため必要な場合に限り、利用目的の達

成に必要な範囲を超えて個人情報を保有してはならない。 

（個人情報の目的外利用及び提供の禁止） 

第７ 受注者は、発注者の指示がある場合を除き、業務に関して知り得た個人情報をこの契
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約の目的以外のために利用し、又は発注者の書面による承諾なしに第三者に提供しては

ならない。 

（漏えい、毀損及び滅失の防止等） 

第８ 受注者は、業務に関して知り得た個人情報の漏えい、毀損及び滅失の防止その他の個

人情報の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。 

（教育の実施） 

第９ 受注者は、個人情報管理責任者及び業務従事者に対して、在職中及び退職後において

も当該契約による事務に関して知り得た個人情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な

目的に使用してはならないこと、及び特記事項において業務従事者が遵守すべき事項そ

の他業務の適切な履行に必要な事項について、教育及び研修を実施しなければならない。 

（資料の返還等） 

第１０ 受注者は、業務を処理するために、発注者から引き渡された、又は受注者自らが取

得し、若しくは作成した個人情報が記録された資料は、業務完了後使用する必要がなくな

った場合は、直ちに発注者に返還し、又は引き渡し若しくは速やかに、かつ、確実に廃棄

するものとする。ただし、発注者が別に指示したときは当該方法によるものとする。 

（複写又は複製の禁止） 

第１１ 受注者は、業務を処理するために発注者から引き渡された個人情報が記録された

資料等を発注者の書面による承諾なしに複写又は複製してはならない。 

 （個人情報の運搬） 

第１２ 受注者は、業務を処理するため、又は業務完了後において個人情報が記録された資

料等を運搬するときは、個人情報の漏えい、紛失又は滅失等を防止するため、受注者の責

任において、確実な方法により運搬しなければならない。 

（再委託の承諾） 

第１３ 受注者は、業務に関して知り得た個人情報の処理を自ら行うものとし、発注者が書

面により承諾した場合を除き、第三者にその取扱いを委託してはならない。なお、再委託

した業務を更に委託する場合も同様とする。 

２ 受注者は、前項の規定による承諾を受ける場合は、再委託先の名称、再委託する理由、

再委託して処理する内容、再委託先において取り扱う情報、再委託先における安全性及び

信頼性を確保する対策並びに再委託先に対する管理及び監督の方法を明確にした上で、

業務の着手前に、書面により再委託する旨を発注者に協議し、その承諾を得なければなら

ない。 

３ 前項の場合、受注者は再委託先にこの契約に基づく一切の義務を遵守させるとともに、

発注者に対して、再委託先の全ての行為及び結果について責任を負うものとする。 

４ 受注者は、再委託先との契約において、再委託先に対する管理、監督の手続及び方法に

ついて具体的に規定しなければならない。 
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５ 受注者は、再委託先に対して業務を委託した場合は、その履行状況を管理・監督すると

ともに、発注者の求めに応じて、管理し、及び監督の状況を発注者に対して適宜報告しな

ければならない。 

（実地調査） 

第１４ 発注者は、受注者が業務に関して取り扱う個人情報の利用、管理状況等について、

随時実地に調査することができる。 

（指示及び報告等） 

第１５ 発注者は、受注者が業務に関して取り扱う個人情報の適切な管理を確保するため、

受注者に対して必要な指示を行い、又は必要な事項の報告若しくは資料の提出を求める

ことができる。 

（個人情報に関する取扱要領等の作成） 

第１６ 受注者は、個人情報の適切な管理を確保するため、業務に関して取り扱う個人情報

の取扱要領等を作成し、発注者に報告しなければならない。 

（事故発生時の対応） 

第１７ 受注者は、業務に関し個人情報の漏えい等の事故が発生した場合は、その事故の

発生に係る帰責の有無にかかわらず、直ちに発注者に対して、当該事故に関わる個人情

報の内容、件数、事故の発生場所、発生状況等を書面により報告し、発注者の指示に従

うものとする。 

２ 発注者は、業務に関し個人情報の漏えい等の事故が発生した場合は、必要に応じて当該

事故に関する情報を公表することができる。 
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別記２ 

 

情報セキュリティ特記事項 

 

 （責任体制の整備） 
第１ 受注者は、本業務の情報資産の安全管理について、内部における責任体制を構築し、
その体制を維持しなければならない。 

 （作業責任者等の届出） 
第２ 受注者は、情報資産の取扱いに係る作業責任者及び作業従事者を定め、書面により発
注者に報告しなければならない。 

２ 受注者は、情報資産の取扱いに係る作業責任者及び作業従事者を変更する場合の手続
を定めなければならない。 

３ 受注者は、作業責任者又は作業従事者を変更する場合は、事前に書面により発注者に報
告しなければならない。 

４ 作業責任者は、本特記事項に定める事項を適正に実施するよう作業従事者を監督しな
ければならない。 

５ 作業従事者は、作業責任者の指示に従い、本特記事項に定める事項を遵守しなければな
らない。 

 （作業場所の特定） 
第３ 受注者は、情報資産を取り扱う場所（以下「作業場所」という。）を定め、業務の着
手前に書面により発注者に報告しなければならない。また、作業場所を変更する場合も同
様とする。 

２ 受注者は、発注者の事務所内に作業場所を設置する場合は、作業責任者及び作業従事者
に対して、所属名等が分かるように身分証明書等を常時携帯させなければならない。 

 （派遣労働者等の利用時の措置） 
第４ 受注者は、本業務を派遣労働者、契約社員その他の正社員以外の労働者に行わせる場
合は、正社員以外の労働者に本特記事項に基づく一切の義務を遵守させなければならな
い。 

２ 受注者は、発注者に対して、正社員以外の労働者の全ての行為及びその結果について責
任を負うものとする。 

 （教育の実施） 
第５ 受注者は、情報資産の保護、情報セキュリティに対する意識の向上、本特記事項にお
ける作業従事者が遵守すべき事項その他本業務の適正な履行に必要な教育及び研修を、
作業従事者全員に対して実施しなければならない。 

２ 受注者は、前項の教育及び研修を実施するに当たり、実施計画を策定し、実施体制を確
立しなければならない。 

 （守秘義務） 
第６ 受注者は、本業務の履行により直接又は間接に知り得た情報を第三者に漏らしては
ならない。また、契約期間満了後又は契約解除後も同様とする。 

２ 受注者は、本業務に携わる作業責任者及び作業従事者に対して、秘密保持に関する誓約
書を提出させなければならない。 

 （再委託） 
第７ 受注者は、本業務を第三者へ委託（以下「再委託」という。）してはならない。ただ
し、本業務の一部をやむを得ず再委託する必要がある場合は、再委託先の名称、再委託す
る理由、再委託して処理する内容、再委託先において取り扱う情報、再委託先における安
全性及び信頼性を確保する対策並びに再委託先に対する管理及び監督の方法を明確にし
た上で、業務の着手前に、書面により再委託する旨を発注者に申請し、その承認を得なけ
ればならない。 

２ 前項ただし書により、本業務の一部をやむを得ず再委託する場合、受注者は、再委託先
に本特記事項に基づく一切の義務を遵守させるとともに、発注者に対して、再委託先の全
ての行為及びその結果について責任を負うものとする。 

３ 受注者は、再委託先との契約において、再委託先に対する管理及び監督の手続及び方法
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について具体的に規定しなければならない。 
４ 受注者は、再委託先に対して本業務を委託した場合は、その履行状況を管理・監督する
とともに、発注者の求めに応じて、管理・監督の状況を発注者に対して適宜報告しなけれ
ばならない。 

 （情報資産の管理） 
第８ 受注者は、次の各号の定めるところにより、情報資産の管理を行わなければならない。 
 (１) 施錠が可能な保管庫又は施錠若しくは入退室管理の可能な保管室で厳重に情報資 

産を保管すること。 
 (２) 発注者が指定した場所へ持ち出す場合を除き、情報資産を定められた場所から持 

ち出さないこと。 
 (３) 情報資産を電子データで持ち出す場合は、電子データの暗号化処理又はこれと同 

等以上の保護措置を施すこと。 
 (４) 事前に発注者の承認を受けて、業務を行う場所で、かつ業務に必要最小限の範囲で

行う場合を除き、情報資産を複製又は複写しないこと。 
 (５) 情報資産を移送する場合は、移送時の体制を明確にすること。 
 (６) 情報資産を電子データで保管する場合は、当該データが記録された媒体及びその

バックアップの保管状況並びに記録されたデータの正確性について、定期的に点検
すること。 

 (７) 情報資産を管理するための台帳を整備し、情報資産の利用者、保管場所その他の取
扱状況を当該台帳に記録すること。 

 (８) 情報資産の紛失、漏えい、改ざん、破損その他の情報セキュリティインシデント（以
下「インシデント」という。）を防ぎ、機密性、完全性及び可用性の維持に責任を負
うこと。 

 (９) 作業場所に、私物等の受注者が管理をしていないパソコン等の端末及び外部電磁
的記録媒体等を持ち込んで、情報資産を取り扱う作業を行わせないこと。 

 (10) 情報資産を利用する作業を行うパソコン等に、情報の漏えいにつながると考えら
れる業務に関係のないアプリケーションをインストールしないこと。 

 （目的外利用及び第三者への提供の禁止） 
第９ 受注者は、本業務の情報資産について、本業務以外の目的で利用してはならない。ま
た、発注者に無断で第三者へ提供してはならない。 

 （情報資産の受渡し） 
第１０ 受注者は、発注者との情報資産の受渡しに関しては、発注者が指定した手段、日時
及び場所で行った上で、発注者に情報資産の預り証を提出しなければならない。 

 （情報資産の返却、消去及び廃棄） 
第１１ 受注者は、本業務の終了時に、本業務の情報資産について、発注者の指定した方法
により、返却、消去又は廃棄を実施しなければならない。 

２ 受注者は、本業務の情報資産を消去又は廃棄する場合は、事前に消去又は廃棄すべき情
報資産の項目、媒体名、数量、消去又は廃棄の方法及び処理予定日を書面により発注者に
申請し、その承認を得なければならない。 

３ 受注者は、情報資産の消去又は廃棄に際し、発注者から立会いを求められた場合は、こ
れに応じなければならない。 

４ 受注者は、本業務の情報資産を消去又は廃棄する場合は、当該情報が記録されたパソコ
ン等や電磁的記録媒体等の物理的な破壊その他当該情報を判読不可能とするのに必要な
措置を講じなければならない。 

５ 受注者は、情報資産の消去又は廃棄を行った後、消去又は廃棄を行った日時、担当者名
及び消去又は廃棄の内容を記録し、書面により発注者に報告しなければならない。 

 （定期報告及び緊急時報告） 
第１２ 受注者は、発注者から、情報資産の取扱状況について報告を求められた場合は、直
ちに報告しなければならない。 

２ 受注者は、情報資産の取扱状況に関する定期報告及び緊急時報告の手順を定めなけれ 
ばならない。 

 （監査及び検査） 
第１３ 発注者は、本業務に係る情報資産の取扱いについて、本特記事項の規定に基づき、
必要な措置が講じられているかどうかを検証及び確認するため、受注者及び再委託先に
対して、監査又は検査を行うことができる。 
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２ 発注者は、前項の目的を達するため、受注者に対して必要な情報を求め、又は本業務の
処理に関して必要な指示をすることができる。 

 （インシデント時の対応） 
第１４ 受注者は、本業務に関し、インシデントが発生した場合は、そのインシデントの発
生に係る帰責の有無にかかわらず、直ちに発注者に対して、当該インシデントに関する情
報の内容、件数、インシデントの発生場所、発生状況を書面により報告し、発注者の指示
に従わなければならない。 

２ 受注者は、インシデントが発生した場合に備え、発注者その他の関係者との連絡、証拠
保全、被害拡大の防止、復旧、再発防止の措置を迅速かつ適正に実施するために、緊急時
対応計画を定めなければならない。 

３ 発注者は、本業務に関しインシデントが発生した場合は、必要に応じて当該インシデン
トに関する情報を公表することができる。 


